
令和５年度 建設コンサルタントの
要望と提案　回答
　（地方自治体）
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中部地整－③



〈重点項⽬の凡例〉 ◎　　  ︓　地整または⾃治体から回答いただきたい項⽬
○(◎)︓　本省マターではあるが、地整・⾃治体の視点から回答いただきたい項⽬

重点
項⽬ 岐⾩県 静岡県 愛知県 三重県 静岡市 浜松市 名古屋市

①履⾏期限(納期)の平準化と標準履⾏期
間の確保への取組み強化

◎

　本県では、０県債及び翌債（当初
から年度を跨いだ発注）を活⽤する等
により、納期の分散化・平準化に努め
ています。また、不測の事態により⼯期
延⻑が発⽣した場合の明許繰越など、
⼯期設定上必要な措置を講じていま
す。

・本県の令和４年度の平準化率は0.48で
あり、令和６年度の⽬標の0.4達成に向け
て、債務負担⾏為の活⽤や速やかな繰越
⼿続き等により、履⾏期限の分散を意識し
た発注に努めていきます。
・標準履⾏期間の確保については、国交省
の設計業務等標準積算基準書に⽰されて
いる算定⽅法を参考に、本県独⾃の「履⾏
期間設定実施要領」を令和３年度に策定
し、令和５年度から全ての対象業務で要
領に基づいた履⾏期間の設定を実施してい
ます。

　R2年度から拡⼤した当初予算にお
ける繰越明許費を活⽤するなどにより、
適切な⼯期の確保と年度末納期の集
中を回避する履⾏期限の平準化に努
めています。

・債務負担⾏為の活⽤や繰越制度の
適正な運⽤を図るとともに、発注時の
条件明⽰や他機関との協議等必要な
期間を考慮した⼯期を設定し、納期の
平準化と適切な履⾏期間の確保に努
めています。

　適正な業務期間を確保するため、６
⽉末の契約率を５割以上、９⽉末の
契約率を８割以上とする⽬標を掲げ
て、計画的かつ早期発注に取り組んで
おります。また、繰越や債務を活⽤する
ことで履⾏期限の分散に取組んでおり
ます。
　また、適正な履⾏期間の設定に向け
た準備を進めています。

・履⾏期限（納期）の集中回避のた
め、早期発注に努めるとともに、債務負
担⾏為、翌債（繰越明許費）の活
⽤により平準化に努めています。
・標準履⾏期間を確保できるよう過年
度実績を基に履⾏期間算定シートを
作成しています。

　早期発注等により必要な履⾏期間
を確保し、年度末に集中する納期を分
散し、平準化を図るよう努めておりま
す。
　また、必要に応じて繰越の活⽤や年
度をまたぐ発注を⾏うことで、履⾏期間
の確保に努めております。

②受発注者協働によるワークライフバランス
の更なる改善に向けての施策の推進・強化

◎

　これまでも、「ワンデーレスポンス」や
「時間外の指⽰抑制」などに取組んで
きましたが、令和元年度からは、それら
に加えて、災害等の緊急時を除く全業
務に「ウイークリースタンス」を位置付け、
より⼀層の働き⽅改⾰に取り組んでお
ります。

・本県では、労働環境を改善するひと
つのツールとして、平成30年度に「監理
タイムマネジメント実施要領」を策定
し、ワンデーレスポンスの取組にウィーク
リースタンスの取組を加え、全ての業務
において働き⽅改⾰に取り組んでいま
す。

ウィークリースタンスの徹底や、通信機
付タブレットの拡充によるWeb打合せ
環境の改善などにより、引き続き、ワー
クライフバランスの改善に努めています。

・労働時間の上限規制やワークライフバラン
スの推進などの働き⽅改⾰を踏まえ、計画
的な業務の履⾏による労働環境の改善を
⾏い、成果品の品質確保・向上を図ること
を⽬的とし、平成３０年度より県⼟整備部
が発注する設計業務においてウィークリース
タンスを導⼊しています。　また、令和２年
８⽉より、取組の対象業務を県他部局へ
拡⼤しました。
・業務におけるテレワーク推進のため、令和
３年１⽉に業務委託の遠隔による打合せ
等に関する試⾏要領を制定し、打合せ、⽴
会、検査時の遠隔臨場に取り組んでいると
ころです。

　受注者からの問い合わせに対しては、
「ワンデーレスポンス」に努めております
が、更なる業務環境の改善に向け、現
在「ウィークリースタンスの取組み」への
運⽤準備を進めております。

・地域コンサルタントと毎年意⾒交換を
⾏っています。
・発注者側においては、早期発注に努
め、債務負担⾏為、翌債（繰越明許
費）の活⽤と、適正な履⾏期限の設
定により平準化に努めています。

　ウィークリースタンスを定め、業務を円
滑かつ効率的に実施することで⻑時間
労働を抑制し、ワークライフバランスの更
なる改善を推進しています。

①被災地域に対する迅速かつ適切な災害
対応（費⽤⾯を含む）と改正労働基準法
遵守との両⽴

◎

　本県では、これまでも豪⾬災害等に
おいて、緊急性の⾼い災害対応業務
を優先するため、既存の業務に影響が
⽣じる場合は、⼯期延期等の対応をお
こなっております。また、県内の市町村
に対しても同様の配慮を検討していた
だくよう依頼しております。
　今後も⼤規模な災害が発⽣した場
合は、上記対応を含めて柔軟に対応し
てまいります。

　本県では、本年６⽉の豪⾬対応とし
て、県出先機関に対して、緊急性の⾼
い災害対応業務を優先するため、既
存の業務に影響が⽣じる場合は、⼯
期延期等の対応をおこなっております。
今後も⼤規模な災害が発⽣した場合
は、上記対応を含めて柔軟に対応して
まいります。

・平成２９年台⾵第２１号及び令和
元年台⾵第１９号等の災害発⽣時
において、既に発注した業務委託で県
内受注者が実施している業務につい
て、受注者から災害業務の優先等の
理由により⼀時中⽌等の要請があった
際は、対外的に影響を及ぼすものを除
き、中⽌命令等を適切に⾏いました。
・迅速かつ適切な災害対応等につい
て、国や他県の動向を⾒ながら検討し
てまいります。

　本市では、「災害時における測量設
計業務委託に関する協定」を静岡県
測量設計協会と締結し、速やかな対
応をすることとしております。改正労働
基準法の遵守との兼ね合いにつきまし
ては、状況に合わせた協議対応となり
ます。昨年度の災害時には、契約中の
業務で、災害の影響により⼯期内の完
成が困難となるものや完成図書等⼯
事書類の作成対応が難しいものにつき
ましては、⼯期延⻑の対象とさせていた
だきました。

・受託している通常業務に加え、被災
地域に対する迅速かつ適切な災害対
応を⾏う場合、すでに受託している通
常業務の履⾏期間の延⻑が協議によ
り可能となるよう配慮し、業務過多の
防⽌に努めます。

　被災地⽀援は⾃治体の枠を超えた
重要な課題と認識しており、既往業務
の⼀時中⽌や履⾏期間の延⻑等につ
いては、国からの通知などに基づき対応
する必要があると考えています。
　今後は、国、県、他⾃治体の動向を
⾒ながら、可能なものにつきましては、
適切に対応してまいりたいと考えていま
す。

② -

① -
② -
③ -
④ -

① -

令和５年度 建設コンサルタントの
要望と提案　回答

Ⅰ．担い⼿確保・育成のための環境整備
（１）建設産業全体の働き⽅改⾰と⽣産性向上に向けた受発注者協働による取組み推進・強化

（２）受発注者協働による災害対応に向けた継続的な環境改善
・本県では、災害業務を優先して⾏うための
対応について、国の要請（「応急復旧⼯事
等の優先的かつ円滑な実施等について
（要請）」）に基づき県出先機関及び市
町に適切な対応を依頼しています。令和4
年台⾵15号や令和5年6⽉の⼤⾬による
災害対応では、災害業務を優先して⾏った
ことにより既往業務の⼀時中⽌や⼯期延⻑
の対応も⾏っています。
・労働基準法第33条に規定される、「災害
等による臨時の必要がある場合の時間外
労働等」については、使⽤者が⾏政官庁
（労働基準監督署）の許可を受けて労働
時間の延⻑や休⽇の労働が可能となるもの
であることから、⾏政官庁（労働基準監督
署）への働きかけに努めます。
・「広域（複数の発注者）にまたがる災害
対応マネジメントに対する受発注者協働で
の⽀援体制等」については、関係者間で具
体的な課題について共有することが必要と
考えます。

（３）企業経営の安定と処遇改善・新たな事業推進形態に向けての環境整備

（４）⼈材の確保・育成
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重点
項⽬ 岐⾩県 静岡県 愛知県 三重県 静岡市 浜松市 名古屋市令和５年度 建設コンサルタントの

要望と提案　回答

① ○
② ◎
③ -
④ -
⑤ ○

(◎)

①業務の内容や地域の実情等に応じたプロ
ポーザル⽅式・総合評価落札⽅式による発
注量の増加

◎

・ 本県では、⾼度な技術⼒を要求さ
れ、技術提案に基づき仕様を作成する
ことで優れた成果を期待できる場合に
はプロポーザル⽅式を採⽤しています。
・ それ以外の業務で予定価格が１千
万円以上の業務については総合評価
落札⽅式を採⽤しています。
・ 上記の考え⽅に基づき昨年度は、プ
ロポーザル⽅式で 5件、総合評価落
札⽅式で 134件を実施しています。

　R4年度より、予定価格が１千５百
万円以上の⼟⽊事業関係について、
最終的な計画の出来を左右する根本
的な業務である、概略設計や予備設
計などを対象に、総合評価落札⽅式
を導⼊しました。R4年度の実績は３件
あり、今年度も4件で試⾏予定です。
今後も、プロポーザル⽅式とともに、業
務内容に応じた適切な発注に努めてま
いります。

・総合評価⽅式（設計・調査業務）
については、「予定価格３百万円以上
の概略・予備・基本設計」と「予定価
格５百万円以上で業務の難易度が
標準以上の業務」を対象としており、価
格競争を含めた全案件の１/4程度
（R4年度　142件実施/603件中≒
23.5%）を総合評価⽅式で実施して
います。

　本市では、プロポーザル⽅式による発
注は実施しております。総合評価落札
⽅式は令和６年度の試⾏に向け現在
制度設計中です。

・プロポーザル⽅式・総合評価落札⽅
式に関する建設関連業務の発注につ
いては、業務内容に応じ積極的な利
⽤を推進しております。

　プロポーザル⽅式は、成果品の品質
確保に効果的であると考えており、本
市でも⾼度な技術⼒を要求するなど必
要性の⾼い業務については採⽤してい
ます。
　総合評価落札⽅式については、国や
他県市の実施内容を参考に今後導⼊
を検討していきたいと考えています。

②⾒積徴取時の予定価格設定⽅法の改
善と⾒積徴収時の歩掛の事前開⽰

◎

　本県では、⾒積による歩掛の決定に
おいて、岐⾩県単価に置き換えたうえ
で、異常値を排除した平均値直下の
歩掛を採⽤するよう、令和5年4⽉1⽇
より運⽤を改定いたしました。
　なお、⼊札公告時に積算の「参考資
料」として、⾒積部分を含めて歩掛を
公開しております。

・本県では、積算基準決定要領及び
積算基準の⾒積徴収に関する取扱い
に基づき、積算基準の⾒積徴収にあ
たっては、原則5者以上から徴収し、採
⽤基準は異常値を排除した平均価格
の直近下位を採⽤しています。
・採⽤する積算基準は、⼊札公告時
において原則公表しています。（ただ
し、会社名等は⾮公表）

　⾒積による採⽤歩掛については、労
務費等を県単価に置き換え積算した
価格において、「異常値」を排除した最
頻度価格の歩掛、もしくは最頻度価格
が存在しない場合は、平均価格の直
近下位の歩掛を採⽤しています。また、
⾒積徴取部分の歩掛についても、⾦
抜き設計書において明⽰しています。
※「異常値」＝平均価格に対して
30％以上の差異があるもの

・単価⾒積については、異常値を排除
した平均値を採⽤しています。
・歩掛⾒積については、県で定める設
計単価等に置換え積算した価格に対
し、異常値を排除した平均価格の直
近下位の歩掛⾒積を採⽤しています。
・また、予定価格の事前公表を⾏って
いるため、⾒積徴取時の歩掛の事前
開⽰は⾏っていません。

積算基準の⾒積徴収では、徴収した
⾒積価格の分布状況を把握し、異常
値を排除した平均価格の直近下位の
価格を採⽤しております。また、⾒積徴
収の歩掛の事前開⽰はしておりませ
ん。

・異常値を排除した平均価格の直近
下位の⾒積り価格を採⽤しています。
・歩掛⾒積りを徴取する場合は⼊札公
告時において原則公表としています。

　本市では、歩掛の⾒積は３社以上
から徴取し、異常値を排除した最頻度
価格を採⽤しています。
　最頻度価格が存在しない場合は、平
均価格の直近下位の価格を採⽤して
います。
　なお、⾒積聴取時の歩掛の事前開
⽰は実施しておりませんが、特記仕様
書等で⾒積に必要な諸要素・条件を
明⽰し、⾒積を依頼しています。

③最低制限価格制度導⼊の徹底および予
定価格の事後公表の拡⼤（事前公表の
撤廃）

◎

・本県では、H22から建設関連業務に
低⼊札価格調査制度を導⼊し、H23
から予定価格500万円以上及び総合
評価落札⽅式を適⽤する業務を対象
に実施しています。最低制限価格制度
については、H26から予定価格が100
万円以上500万円未満の業務（総
合評価落札⽅式を除く）を対象に実
施しています。
・予定価格は事後公表としています。

　最低制限価格制度については、予定
価格が1,500万円未満の建設コンサ
ルタント業務を対象（総合評価指名
競争⼊札によるものは除く）に実施し
ています。
※総合評価指名競争⼊札及び予定
価格1,500万円以上の業務について
は低⼊札価格調査制度を実施
　予定価格については、職員の不祥事
と愛知県⼊札監視委員会からの意⾒
を契機として、⼯事で事前公表としたこ
とを踏まえ、業務についても事前公表と
しています。

・三重県では、最低制限価格制度に
ついて、価格競争⽅式で⾏う全ての案
件に導⼊しています。
また、総合評価⽅式については、⼊札
価格が基準価格（最低制限価格）
を下回る場合、評価点を⼀律最⾼点
として評価していることから、低⼊札価
格調査制度は導⼊していません。
・予定価格は事前公表としており、事
後公表とする予定はございません。

　すべての建設業関連業務委託におい
て最低制限価格を導⼊しています。予
定価格の公表時期は、⼊札⼿続きの
透明性確保及び不正⾏為防⽌のた
め、原則事前公表として運⽤していま
すが、適正化指針で指摘されているよ
うな事前公表の弊害が発⽣していない
かを検証するため、令和元年度より⼀
部事後公表を試⾏しています。

【最低制限価格制度導⼊状況】
・総合評価落札⽅式を除く、100万円
以上の案件において導⼊しています。
【事後公表の状況】
・全業務について、事後公表としていま
す。

　本市では、平成24年1⽉より、国等
で公表された基準で積算した建設コン
サルタント業務委託契約について最低
制限価格制度の導⼊と予定価格の公
表を⾏っています。
　なお、予定価格につきましては、⼊札
契約⼿続の透明性を⾼めるとともに、
予定価格を探ろうとする不正な動きを
防⽌するため、事前公表を⾏っていま
す。
　予定価格の設定にあたっては、歩切
りは⾏わない、改訂労務単価を早期
適⽤する等、予定価格の適切な設定
に努めています。

④国⼟交通省⽅式の業務成績評定や業
務・技術者表彰の導⼊と活⽤の促進（増
加と公表）

◎

　国要領（2018年1⽉改正）を参
考に、R2年度以降完了業務を対象と
した委託業務成績評定要領の全⾯改
定を⾏い、成績評定の客観性向上に
努めています。
　業務・技術者表彰は現時点で導⼊
していませんが、平成29年度より、評
定点が80点以上の業務について、業
務名・受注者・技術者名を公表する取
り組みを実施しています。

・平成２７年度から総合評価⽅式で
業務成績を評価項⽬に追加していま
す。

　令和２年度から成績評定の試⾏対
象業務を⼟⽊詳細設計に限定してお
りましたが、令和４年９⽉１⽇から地
質調査や建築設計業務なども含めた
業種に試⾏の対象を拡⼤し、国⼟交
通省⽅式に合わせた成績評定を⾏っ
ています。
また、業務・技術者表彰の導⼊につい
ては、試⾏段階であることから、⾏う予
定はありません。

令和5年4⽉から、国⼟交通省⽅式の
業務成績評定を実施しています。

　本市では、1件の⾦額が100万円以
上の業務について、業務成績評定を
導⼊しており、平成２９年度から優秀
業務表彰を実施しています。
　今後その活⽤について、国や他県市
の状況を参考に、検討していきたいと考
えております。

⑤ -

Ⅱ．技術⼒による選定
（１）（国）プロポーザル⽅式・総合評価落札⽅式等の適確な運⽤・改善

（２）（地⽅⾃治体）発注⽅式の改善（技術⼒を基本とした選定・発注の仕組みの導⼊促進）
　本県では、平成23年度から予定価格
500万円以上の業務において、総合評価
落札⽅式を試⾏していましたが、令和2年
度に、従来の技術提案を求める総合評価
落札⽅式に加え、新たに、地域型（⼈材
育成型）を新設し、２つの総合評価落札
⽅式で試⾏しています。
①技術提案型︓予定価格500万円以上
②地域型（⼈材育成型）︓予定価格
100万円以上
　また、プロポーザル⽅式については、①受
注者にアイデアの提出を求めることが必要で
ある業務②契約の相⼿⽅により、業務成果
の出来映えが変化する可能性が⼤きい業
務に対し、適⽤できることとしています。

　本県では、平成22年度から低⼊札価格
調査制度を採⽤しており、直近では令和元
年６⽉１⽇付けで調査基準価格の引上
げを⾏っています。
　また、平成25年4⽉から失格判断基準を
導⼊しており、令和元年６⽉１⽇付けの
調査基準価格の引上げに併せて、失格判
断基準も引上げを⾏っています。
　さらに、令和3年4⽉1⽇より予定価格
500万円未満には最低制限価格制度を新
設、予定価格500万円以上にはこれまでど
おり低⼊札価格調査制度を適⽤し、ダンピ
ング受注防⽌の強化に努めているところで
す。
　予定価格については、不正防⽌のため、
事前公表としています。
　本県では、１件の最終契約⾦額が100
万円以上の委託業務を対象に、平成20
年度から業務成績評定を本格実施してい
ます。平成30年1⽉の国の「委託業務等
成績評定要領」の改正に伴い、平成31年
4⽉に本県の要領等も改正し、運⽤してい
ます。
　業務・技術者表彰について、本県では、
表彰制度を設けていませんが、現在、技術
者の表彰制度を検討しているところです。
　また、令和元年度から、労働環境の整備
や処遇の改善等に関し、特に優秀な取組
みを⾏っている会社を「リーディング企業」とし
て知事が認定し、総合評価（地域型）に
おいて、加点項⽬として評価しています。

・1件の業務委託料（当初）が１００万
円以上のものを対象に平成18年度から業
務成績評定を⾏っており、令和２年４⽉
１⽇からは国の新考査基準に合わせ改正
し取り組んでいます。
・優良業務委託表彰については、令和元年
度から６部⾨に拡充するとともに発注機関
の所⻑表彰に加え部⻑表彰を実施するほ
か、令和5年度からは受賞枠の拡⼤に取組
むなど制度拡充に努めています。
・部⾨別の平均点をホームページで公表し
ているほか、受注者へ通知した評定点は発
注機関での閲覧により公表しています。
・業務評定や表彰実績は総合評価や指名
業者選定の評価項⽬として活⽤していま
す。
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重点
項⽬ 岐⾩県 静岡県 愛知県 三重県 静岡市 浜松市 名古屋市令和５年度 建設コンサルタントの

要望と提案　回答

①地域コンサルタントの技術⼒向上が図れ
る仕組みの導⼊促進

◎

　本県では、令和２年度から、企業能
⼒や配置技術者能⼒の評価に加え、
災害応援協定への参加や⼈材育成を
評価する総合評価⽅式の試⾏を⾏
い、技術者の実績がなくてもチャレンジ
できる機会を設けています。

・本県では、競争性を確保しつつ、県
内企業で業務が可能な案件は、県内
企業に発注することとしています。
 設計者、受注者、発注者の三者が⼀
堂に会する会議である、⼯事監理連
絡会を開催し、設計思想の伝達及び
情報共有に努めています。

　地元業者は災害時の緊急対応等で
地域の安全安⼼確保に⼤きな役割を
果たすことから、その育成と健全な発展
を考慮した、受注機会の確保に努めて
おります。

・本県では、業務内容を考慮した上
で、県内企業で業務が可能な案件
は、県内企業に発注することで受注機
会の確保に努めてまいります。

　本市においては、業務内容を考慮し
た上で、市内に本社を有することを条
件とした⼊札を実施しております。

本市技術職員と地域コンサルタントの
技術者を対象に、専⾨研修を⾏ってい
ます。

　本市では、業務成績評定及び優秀
業務表彰を実施しており、地域コンサ
ルタントの技術⼒や技術者のモチベー
ションの向上につながっていると考えてい
ます。

② -
③ -

① -
②設計条件明⽰チェックシートの契約図書
としての明確化及び受発注者双⽅の効果
的な運⽤・活⽤ ○

(◎)

　本県では公告時に条件明⽰シートを添付
するに⾄っておりません。
　現在、「国に準じた８⼯種の条件明⽰
チェックシートの活⽤」を規定した「岐⾩県⼟
⽊設計業務品質向上ガイドライン」を策定
し、令和２年度からガイドライン適⽤業務の
試⾏を⾏っています。
　今後、適⽤業務の拡⼤に向け、条件明
⽰シートの効果を検証してまいります。

本県では、原則全ての業務で「履⾏条
件明⽰事項」シートを設計図書に添付
することにより契約の前提条件を明確
化し、業務の円滑な実施を図っていま
す。

　本県では、条件明⽰ガイドライン
（案）を策定し、受注者に対して業
務の履⾏に必要な設計条件等が明⽰
できているかを確認するツールとして活
⽤しています。特記仕様書には本ガイ
ドライン（案）に基づき、予備設計時
に条件明⽰チェックシート（案）を成
果品として提出する旨記載しています。

　県では、国が実施している設計条件
明⽰チェックシートの作成は⾏っておりま
せん。なお、業務公⽰時には、設計業
務条件⼀覧表により、設計業務実施
に必要な条件を⽰しています。

現在、国や県及び他都市の取組みを
参考にし、設計条件明⽰の明確化に
向け、調整を進めております。

・各業務の設計条件などは仕様書に
明⽰し、発注時には複数の職員により
業務内容に沿った点検を⾏い、設計
条件に漏れのないよう確認しています
が、設計条件明⽰チェックシートの作成
及び契約図書としての明確化に⾄って
いません。

　本市では、特記仕様書等で業務の
履⾏に必要な諸要素・条件を明⽰し
ています。なお、契約図書への設計条
件明⽰チェックシートの添付につきまし
ては、今後、国や他県市の状況を参考
に検討してまいります。

③ ○

①詳細設計における各⼯種の設計⽬的・
設計条件・成果内容の明確化と適切な費
⽤計上

○
(◎)

　詳細設計における設計⽬的、設計
条件、成果内容について、特記仕様
書で明確にするよう努めております。
　設計積算にあたり、国⼟交通省の積
算基準及び歩掛に準拠し、適切に計
上しているところです。
　また、積算基準の適⽤範囲外や積
算基準がない場合は、業務に係る歩
掛の⾒積を徴取し、積算しています。

・詳細設計の発注にあたっては、必要
に応じて特記仕様書の添付により設計
⽬的・設計条件等の明確化を図ってい
ます。
・標準の積算基準の適⽤範囲を超え
る業務や標準積算基準にない業務に
ついては、⾒積徴収により予定価格の
算出に必要な積算基準を決定してい
ます。

　各⼯種の設計⽬的・設計条件・成
果内容については、必要に応じ特記仕
様書等において明⽰しています。また、
費⽤については積算基準及び歩掛表
に基づき適切に計上しています。

国の積算基準、共通仕様書を準⽤し
ており、今後も国の積算基準等に係る
情報に注視し、基準等の改定を⾏い、
適切な費⽤計上に努めていきます。
また、業務公⽰時には、設計業務条
件⼀覧表により、関係機関協議の有
無など設計業務実施に必要な条件を
⽰しています。あわせて、打合せ簿によ
り設計変更に係る内容について双⽅で
合意の上業務をすすめることとしていま
す。

現在、履⾏条件明⽰の明確化に向
け、調整を進めています。

・詳細設計の発注にあたっては、設計
⽬的、設計条件、成果内容を仕様書
等で明⽰し、業務開始時に受発注者
間の協議により再確認を⾏っておりま
す。
・適切な費⽤計上について、積算基準
及び歩掛表にないものは⾒積徴収によ
り対応しております。

　本市では、特記仕様書等で業務の
履⾏に必要な諸要素・条件を明⽰し
積算を⾏い、設計⽬的、設計条件、
成果内容などを明確にするように努め
ています。

② -

①設計者・施⼯者連携⽅式の検討等合理
的な⼊札契約制度の選定

◎

　公共⼯事の性格等により⼯事の仕
様の確定が困難なため、国や他県の
動向を⾒ながら検討してまいります。

・本県では、今年度に初めて建築関係
⼯事において、設計段階から施⼯計画
の検討を⾏うことにより、遅延することな
く事業を実施することを⽬的として、
ECI⽅式を採⽤した契約を実施したと
ころであります。

　本県では、R4年度開業のジブリパー
ク整備⼯事において、ＥＣＩ⽅式を採
⽤しております。今後も案件の内容に
応じた合理的な⼊札契約制度を選定
してまいります。

・現時点で設計者・施⼯者連携⽅式
（ＥＣＩ⽅式）の導⼊予定はござい
ません。

　国や他都市の取り組み状況を注視し
ながら検討していきます。

・過年度・今年度ともＥＣＩ⽅式の対
象としてふさわしい案件に該当ありませ
んでした。
・今後、案件の内容に応じＥＣＩ⽅
式などの導⼊について検討してまいりま
す。

　ＥＣＩ⽅式の導⼊につきましては、
今後必要に応じて、国や他県市の状
況を参考に検討してまいります。

②点検・診断、補修・補強設計における適
切な費⽤計上

◎

　本県では、点検業務等、標準歩掛を適
⽤できない⼯種について⾒積りにより歩掛を
決定しております。⾒積り徴取にあたっては、
過年度の業務報告を踏まえたうえで、⽬
的・条件・成果物等について特記仕様書に
明⽰しており、適正な費⽤の計上に努めて
おります。
　また、条件の変更の場合は、設計変更要
領にもとづき、適正に変更を⾏っています。

点検・診断、補修・補強設計業務は
標準積算基準がないため、⾒積徴収
により予定価格の算出に必要な積算
基準を決定し、適切に費⽤計上してい
ます。

　点検・診断、補修・補強設計の積算
にあたり、必要に応じて点検・診断結
果を⾒積り時に提⽰し、積算条件を明
⽰するなど、適切な費⽤計上に努めて
まいります。

・本県では、点検・診断、補修・補強
設計業務に関する標準的な積算要領
を定めております。また、新技術を活⽤
する場合等、積算要領に定めのない⼯
種については、⾒積りにより対応してい
ます。今後も受注者とのコミュニケーショ
ンを密にし、条件明⽰の明確化及び適
切な費⽤計上に努めてまいります。

　本市の積算基準及び⾒積徴収によ
る適切な費⽤計上に努めております。

・補修・補強設計業務の発注にあたっ
ては、関連する点検・診断業務を反映
させ、必要に応じ成果の提⽰も⾏って
おりますが、業務着⼿後、補修箇所や
内容などに不⼀致が⽣じた場合におい
ては、受発注者協議の上設計変更に
より対応し、適切な費⽤計上に努めて
おります。

　本市では、特記仕様書等で業務履
⾏に必要な諸要素・条件を明⽰し積
算を⾏っています。
　設計変更が必要な場合には、受注
者との協議により、適切に対応すること
としています。

③⾼度な技術が要求される場合の補修・補
強設計業務におけるプロポーザル⽅式の採
⽤ ○

(◎)

　近年の実績はありませんが、業務の
内容が⾼度なもの⼜は、専⾨的な技
術を要求されるものを対象に導⼊して
おり、今後も引き続き該当案件があれ
ば採⽤してまいります。

・ 本県では、補修・補強業務で⾼度な
技術⼒を要求され、技術提案に基づき
仕様を作成することで優れた成果を期
待できる場合についてもプロポーザル⽅
式を採⽤することとしています。

　施⼯⽅法や補修・補強⼯法などにお
いて⾼度な技術が要求される業務に
は、必要に応じてプロポーザル⽅式を採
⽤してまいります。

・業務の主要な部分について仕様や⼿
順が決定していない業務には、必要に
応じてプロポーザル⽅式を実施していき
ます。

　⾼度⼜は専⾨的な技術を要求され
る業務を対象に実施しており、今後も
引き続き該当案件があれば採⽤するよ
うに努めてまいります。

・技術的な提案、専⾨的な知⾒を求
めるような業務内容である場合、プロ
ポーザル⽅式を採⽤することとしていま
す。
・当⾯、対象案件の予定はありません
が、案件の内容に応じて適切に対応し
ます。

　事業における技術の難易度などを考
慮し、必要に応じてプロポーザル⽅式の
採⽤を検討していきます。

④ -

Ⅲ．品質の確保・向上
（１）受発注者それぞれの役割を踏まえたエラー防⽌への取組み

（２）詳細設計及び三者会議等における総合的な品質の確保

（３）維持管理・更新事業等における技術的課題解消に向けた発注契約⽅式などの改善

（３）（国・地⽅⾃治体）地域の担い⼿づくりのための地域コンサルタントの活⽤の拡⼤と育成
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重点
項⽬ 岐⾩県 静岡県 愛知県 三重県 静岡市 浜松市 名古屋市令和５年度 建設コンサルタントの

要望と提案　回答

①受発注者協働による働き⽅改⾰に資するＤＸ推
進︓ＤＸ推進による業務効率化の促進

○
(◎)

　電⼦⼊札システムについては、当県の
システムのベースとなっている電⼦⼊札
コアシステムの改修や国等の動向を踏
まえ、引き続き機能改善に努めてまいり
ます。
　電⼦契約システムについては、全庁
的な早期の導⼊に向け、DX所管部局
にて対応中です。
　情報共有システムにおいては、令和
４年度より試⾏に取り組んでおり、今
年度も引き続き実施しております。本
格運⽤に向けて検討していきます。

　本年１０⽉を⽬途に電⼦契約を導
⼊し、事業者の利便性の向上と業務
の効率化を図ってまいります。
　ASPについては、今年度、県発注業
務の⼀部で試⾏適⽤しており、それら
事例について検証しながら、今後の導
⼊について検討してまいります。
　Web打合せや遠隔臨場の推進に向
けては、R4年度より通信機能付タブ
レットを拡充し、R4年度の遠隔臨場の
実績は１２５件あり、今年度も引続
き普及拡⼤に努めてまいります。

　令和３年１⽉に業務委託の遠隔に
よる打合せ等に関する試⾏要領を制
定し、打合せ、⽴会、検査時の遠隔臨
場に取り組んでいるところです。
　令和４年度までに約５０%の業務
で遠隔による打合せ等を実施していま
す。

現在、⼊札契約に係る事務のデジタル
化を進めており、10⽉の公告案件より
導⼊する予定です。また、市外業者と
の打合せにはweb会議を活⽤するな
ど、働き⽅改⾰に資する内容について、
検討しております。

・パソコン、タブレット等による映像と⾳
声の双⽅向通信を⽤いた「オンライン設
計協議」を試⾏しており、本格実施を
検討しています。
・電⼦契約を令和5年2⽉に導⼊しま
した。

　本市では、情報共有システム（ＡＳ
Ｐ）の試⾏に取り組んでおり、令和６
年度以降の本格運⽤に向けて、更な
る検討を進めてまいります。
　また、今年度より遠隔臨場の試⾏を
予定しており、国や他⾃治体の事例を
参考に、試⾏の拡⼤に向けて取り組ん
でまいります。

②i-ConおよびBIM/CIMの推進（ライフサ
イクルマネジメントの⽣産性向上）

○
(◎)

　本県では、国に準じて平成２９年度
よりＩＣＴを活⽤したモデル⼯事に取
組んでおり、発注者指定型を拡⼤して
きたこともあり、実績は年々増加傾向に
あります。
　BIM/CIMについては、令和4年度か
らCIMの試⾏を実施しており、今後も
試⾏と効果検証を継続し、国の動向
や県内企業の状況を⾒ながら、導⼊に
向けて検討してまいります。

・ 静岡県では、３次元点群データを令和３
年度までに県内ほぼ全域で取得し、
「VIRTUAL SHIZUOKA」としてオープン
データ化しています。この３次元点群データ
の活⽤の推進により、現地計測作業を省⼒
化する３次元測量を拡⼤するなど、⽣産性
の向上に取り組んでいます。また、静岡県で
は、完成後に３次元測量を⾏い、当該デー
タを、保存管理することで、将来の維持管
理に活⽤することとしています。なお、県では
設計、発注、施⼯時の管理等が困難であ
るため、CIMについては検討段階でありま
す。

　i-Constructionは、ICT施⼯の活
⽤対象を随時拡⼤するなどにより、推
進に取り組んでいます。
　BIM/CIMはR3年度から試⾏を開始
しており、今年度は20件程度を⽬標に
試⾏し、試⾏拡⼤に向けた課題の把
握に努めてまいります。

　令和３年度から、設計業務におい
て、BIM/CIMを活⽤した試⾏業務に
取り組んでいます。より効果的に活⽤す
ることを⽬的として、令和５年７⽉に
BIM/CIM活⽤業務試⾏要領を改定
しました。令和５年度も引き続き試⾏
業務を実施し、BIM/CIMの取組を進
めていきます。

i-Conにおいては、ICT活⽤⼯事の促
進及び維持管理における３次元成果
物の活⽤等、インフラ分野におけるDX
の検討を進めております。引き続き、⽣
産性向上につながる検討を進めてまい
ります。

令和2年度からICT活⽤⼯事を実施し
た場合、⼯事成績評定の評価対象と
して評価しています。

　本市では、i-Conにつきましては、令
和２年度より河川浚渫⼯事、舗装⼯
事などのICT施⼯を実施しております
が、まだ、実施数が少ないため、今後、
実施数を増やしていきたいと考えており
ます。
　また、BIM/CIMにつきましては、計
画・設計段階の３Ｄの成果品を住⺠
説明会で活⽤するなどの取組に向けて
国や他⾃治体の事例を研究していきた
いと考えております。

① ○
② ○
③ -

○

＜電⼦⼊札システム・電⼦契約システム＞
電⼦⼊札システムの機能改善等について
は、電⼦⼊札コアシステムの改修が必要とな
るなど、本県のみの対応では困難なものもあ
り、国や他県の動向等を注視し、今後の対
応を検討していきたいと考えています。
また、本県では、今年度中に電⼦契約の⼀
部導⼊を計画しているなど、⼊札・契約⼿
続きの電⼦化や業務効率化の推進を図っ
ているところです。

＜情報共有システム（ASP）＞
本県では、業務委託での「情報共有システ
ム」は利⽤していません。他県の動向等を注
視し、今後の対応を検討していきたいと考え
ています。

＜遠隔臨場＞
本県では、⼯事と業務委託に共通した「遠
隔臨場の試⾏要領」を作成しており、全て
の⼯事と業務委託を対象としています。業
務委託では、ボーリング調査の検尺⽴会な
どで活⽤されています。
昨年４⽉から実施計画の作成や業務計画
書への計画記載を求めず、監督員との事前
調整で実施可能な運⽤とするなど、活⽤推
進を図っています。

<テレワーク＞
本県では、昨年度に⼟⽊技術職員等の業
務⽤端末をモバイル化するなど、テレワーク
環境の整備を図っているところです。

（２）ＤＸの推進の費⽤⾯での環境整備

（３）「成⻑と分配の好循環」の実現

Ⅳ．「DX推進の環境整備」と「成⻑と分配の好循環の実現」
（１）ＤＸの推進
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